　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
事業報告書

認定NPO法人子ども支援センターつなっぐ

1．系統的全身診察の実施

· 系統的全身診察の実施　0件
系統的全身診察については、司法面接の申込時に併せて説明を行ったが、希望がなく実施に至らなかった。このような診察が存在すること、対応の初期に診察して記録を残すことの意義が、まだ十分に認知されていないと考えられるため、引き続き相談者に案内していくと共に、広報活動にも力を入れていきたいと考えている。
2．司法面接の実施

· 司法面接の実施　5件
· 相談（問い合わせフォーム、電話、メール等）　31件
子どもに少ない負担で誘導なく話を聞く「司法面接」を実施したことで、2次被害の防止や子どもの権利擁護にも寄与することができた。

司法面接の実施に至ったのは5件だったが、相談件数は31件と、昨年度に比べ増加した。広報活動等で団体の認知が広がったことによるものか、全国各地の保護者・支援者・子どもと関わる機関等から連絡があった。背景には、子どもの被害を認知した大人が、どのように対応したらよいかに悩んでいる現状があるものと考えられる。

· 6月／12月　子どもからの聴き取り・司法面接の研修案内を送付　各種媒体で広報
· 9月4日　母子生活支援施設カーサ野庭　にて委託研修を実施
· 11月17日　あーすぷらざ　にて委託研修を実施
· 1月24日　神奈川県立高等学校教職員組合養護部会　にて委託研修を実施
· 次年度委託研修について問い合わせあり対応中
対応に当たる専門家や子どもから話を聴く可能性のある大人に向けた各種研修について広報を行い、注意の必要な開示のときの話の聴き方や、被害を受けた子どもへの対応の流れについて、正しい知識をもつことの重要性を訴求した。
また研修の委託もいただき、日常的に子どもと接する立場にある方に向けて、話を聴くときに注意すべきこと等についてお伝えすることができた。
3．付添犬事業のガイドライン・運用ルール作成
· ガイドライン策定に向けたミーティングを実施
· 法曹関係者4名に司法的観点からの意見をいただく
· 「付添犬活動実施におけるガイドライン（2026年3月版）」を完成し、3月31日つなっぐホームページにて公開した
子どもが、目撃し又は体験したことを証言等する際に、効果的かつ安全に付添犬の支援を受けられるよう、付添犬活動の適切な運用を図ることを目的として、基準となるガイドライン策定に取り組んだ。

動物の専門家、法曹関係者にも参加いただき、司法的な手続きの観点からの意見も取り入れて完成させることができた。
